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令和７年度第２回八千代市いじめ問題対策連絡協議会 会議録 
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開催日時 

開  会 

閉  会 

 

場  所 

 

議  題 

令和８年１月２８日(木) 

１３時３０分 

１５時００分 

 

教育委員会庁舎 大会議室 

 

令和６年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

の結果（公開） 

八千代市のいじめの認知件数（非公開） 

「いじめの初期対応における仕組みと取組」をどうするか（非公開） 
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出席者名    委 員 

 

 

          事務局 

 

公開又は非公開の別 

 

非公開の理由 

 

 

 

 

傍聴人定員及び傍聴人数 

丹羽公胤,片柳朗,原山賢,土井弥寿子,太田信子,橋本一義,佐山佳子,

茂呂崇,池田あゆみ,佐藤宏一,立石貴紀,兒玉健司,野木雅生,長島秀一 

 

片波見昌浩,宗像洋,向智広,安藏重幸,細木勇太郎,清水俊輔,向中野優 

 

一部非公開 

 

協議においては,具体的ないじめ事案についての情報提供,情報           

交換があり,個人に関する事項(児童生徒等の個人情報)を扱う           

ことによる｡ 

(八千代市審議会等の会議の公開に関する要領第４条第２号) 

 

定員５名(傍聴０名) 

 

８ 審議内容等(太枠のみ公開部分) 

兒玉会長 ただ今より，令和７年度第２回八千代市いじめ問題対策連絡協議会を開会します。 

条例第６条第２項の規定により定足数を確認いたします｡ 

本日は，委員数１５名,出席者数１３名,欠席者数２名です｡ 

よって,本協議会は成立いたします｡ 

本協議会は,いじめの未然防止や早期発見,初期対応等について協議するとともに,当

該機関及び団体相互の連絡調整を図ることを目的としております。 

本日，第２回の協議会となりますけれども，目的に沿った協議がなされるように進め

ていきたいと存じます。皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

また,本日予定されております議事のうち,｢協議｣では,八千代市審議会等の公開に関

する要領第４条第２号に該当する個人情報を扱う可能性があることから,会議の非公

開を求めます｡よろしくお願いします｡ 

それでは,次第に従って,進めてまいります｡報告･説明事項について,事務局お願いし

ます｡ 

事務局 

(細木) 

はじめに本協議会の目的なのですが，ただいま兒玉会長からお話いただきましたの

で，省略させていただきます。 

本日の流れですが，まず初めに，「令和６年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査」について報告をさせていただきます。公開部分は１

のところまでとなります。次に，「八千代市のいじめの認知件数について」報告させ

ていただきます。最後に協議となりますが，「いじめの初期対応における仕組みと取
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組をどうするか」について協議いただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは，早速報告に入らせていただきます。 

令和６年度，「児童生徒の問題行動不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」

が，令和７年１０月に文部科学省より公表されました。それを受けまして，いじめ

に関する現状につきまして，全国調査のものをまずまとめましたので，ご覧くださ

い。 

まず初めに，全国の「いじめの認知件数」についてです。令和６年度は，小学校で

は６１万６１２件，中学校では１２万２７０３件となりました。この１０年で，い

じめの認知件数は，小学校で約４倍，中学校で約２倍と増加傾向が見られておりま

す。増加の背景として，文部科学省は，いじめ防止対策推進法におけるいじめの定

義やいじめの積極的な認知に対する理解が広がったこと，一人一台端末を活用した

心の健康観察の導入，アンケートや教育相談の充実等による児童生徒に対する見取

りの精緻化，ＳＮＳ等のネットいじめの積極的な認知が進んだことが考えられると

しております。 

次に，いじめの解消率についてです。年度末時点でのいじめの解消率に注目してみ

ますと，全国における解消率は，令和６年度７６.１％となっており，前年度の７

７.５％に比べ，やや低下しております。初期段階にいじめを認知し，早期対応を行

ったことや，学校いじめ対策組織等による組織的な対応を行った結果，全国でもい

じめが一定数解消できているという結果が見られます。一方，ＳＮＳ上のいじめな

ど，見えづらく，解消が確認しづらい事案の増加や，１月以降に発生したものにつ

いては，解消の定義が３ヶ月となっておりますので，年度末の時点ではどうしても

解消にはなりません。そのような事案の増加も見られ，全体として，安易にいじめ

を解消したとせず，丁寧に取り組む傾向があるとも考えられます。 

公開部分の報告としては以上となります。 

兒玉会長 ここまでは公開の部分の報告をしてもらいましたが，ここまでで何かありますでし

ょうか。 

ないようですので，続いて報告をお願いいたします。 

 


